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日時 平成 24年 11 月 22日(木) 14：00～16：30 

場所 青山港区生涯学習センター 学習室３ 

 

 

 

 

 

出席者 

検討員：相野谷誠志 （株）蒼設備設計 設備設計部課長 

    岡城 孝雄 公益財団法人日本環境整備教育センター 

          企画情報グループグループリーダー 

    河村 清史 埼玉大学大学院理工学研究科教授  

    桜井 敏郎 （社）神奈川県生活水保全協会理事 

    吉田 直哉 神奈川県自然環境保全センター自然公園課主査 

実証申請者：岩田 実 （株）ミッシング事業開発部ディレクター 

環境省：総合環境政策局総務課環境研究技術室調整係長（武部憲和） 

    自然環境局自然環境整備担当参事官室施設専門官（杉野政弘） 

    自然環境局自然環境整備担当参事官室計画係長（広野行男）  

実証機関：特定非営利活動法人山のＥＣＨＯ（上幸雄、加藤篤、平澤恵介） 

試料採取・分析機関： 

    加藤 裕之 公益財団法人日本環境整備教育センター 

          調査・研究グループ 調査研究第２チームリーダー 

欠席者 検討員：穂苅 康治 槍ヶ岳観光(株)代表取締役 

    木村 茂雄 神奈川工科大学機械工学科教授 

議事 （１）実証試験の進捗状況について（非公開） 

（２）技術セミナーの開催について 

（３）アンケート調査について 

（４）その他 

配布資料 資料１： 前回検討会提出の水質分析結果の検討と第 2 回調査結果 

資料２： 使用人数と日常管理チェックシート 

資料３： 追加サンプリングの実施場所について 

資料４： 第３回自然地域トイレし尿処理セミナー 開催企画案 

資料５： 環境省環境技術実証事業(自然地域トイレし尿処理技術分野)アン

ケート（案） 

公開/非公開 議題１(資料 1～3)は非公開 

（傍聴者：福島 信一郎  株式会社日本産業振興） 



[議事要旨] 
（１）実証試験の進捗状況について（非公開） 

（２）技術セミナーの開催について 

資料４： 第３回自然地域トイレし尿処理セミナー 開催企画案 

 

 整備済みの事例に加え、問合せ等のある検討中の事例等も合わせて紹介できるとよい

との意見があった。 

 設置者と申請者が話し合う場所として、フォーラムの後半に相談会形式での時間を設

けることが望ましいとの意見があった。 
 環境省の HP を実際のブラウザ画面、または PPT にて紹介することが提案された。 

 過去の実証事例についての全体的かつ概要的な説明が必要であるとの意見があった。 

 
 ２０１３年２月５日（火）の午後、開催場所を日本青年館の３０１会議室で実施する

ため、案内を２０１２年１２月中旬までに関係各所に送付することで決定した。 

 ２０１２年１２月３（月）に、フォーラム実施に先だって、小委員会が開催されるこ

ととなった。 

 事務局より、環境省が国立公園課で行っている山岳整備についてのアンケート調査結

果の一部内容をセミナーに反映できるかを検討することとした。 
 

（３）アンケート調査について 

資料５： 環境省環境技術実証事業(自然地域トイレし尿処理技術分野)アンケート（案） 

 

 「貴自治体」という表現は自治体以外もあるので変更した方がよいとの指摘があった。 

 実証事業を普及させるための目的はよいが、これと別にメーカー向けのアンケートも

必要との指摘があった。 

 １－⑥について、実証事業について初めて見る人でも回答が可能な形に構成を変更する。 

 別添のガイドブック開設には、ハンドブックの「はじめに」を１ページ追加し、さら

にイメージ写真（表紙）を添付する。 

 

 山岳関連の自治体、山小屋に対して実施し、セミナーの案内発送と同時に行い２０１

２年１２月年内を目途に回収することが決定した。 

 事務局より、１０月の『エコプロダクツ東北 2012』で作成した掲示資料の使用の可否

を検討することとした。 
  



（４）その他 

今後の予定 

2012 年 12 月 3 日（月） セミナーに向けた小委員会の実施 
    12 月上～中旬 セミナーの開催案内・アンケートの発送 

    12 月下旬 アンケートの回収 

2013 年 2 月 5 日（火） 第３回自然地域トイレし尿処理セミナーの実施 
     3 月 11 日（月） 第５回検討会 

・河村検討員不在の場合、座長は岡城検討員へ変更する・ 

・議題は最終報告書の確認とする 
     3 月末日迄 最終報告書の提出 

 

 
以上 


